県立こども福祉医療センター整備検討委員会の検討結果について
　県立こども福祉医療センター（肢体不自由児施設）について，著しい老朽化や利用状況の大幅な変化を踏まえ，今年度，外部有識者等で構成される「県立こども福祉医療センター整備検討委員会（委員長：山口巖（財）茨城県総合健診協会会長）」を設置し，新しい施設の整備について検討してきたところ，報告書がまとまり，２月２３日（火）に委員長から知事に対し報告されました。
１　県立こども福祉医療センターの現状と課題
   ○施設の老朽化
・開設後49年が経過（耐震診断では，施設の一部に倒壊の危険性が指摘）
　 ○利用状況の変化
    ・入所児数の減少(定員160名に対し現員約30名)と外来診察・外来機能訓練の増加
    ・障害の重度化，重複化，多様化(重症心身障害児の増加)
２　整備検討委員会の検討経過      

   ・第１回（７月８日）･････現状と課題の把握
   ・第２回（９月10日）･････運営形態，整備場所，規模，機能等の検討
   ・第３回（11月５日）･････意見集約，報告書とりまとめ
　 ・第４回（２月　持ち回り）･････報告書最終案委員了解
３　報告書の主な内容(委員会の結論)
　 ○肢体不自由児施設の入所定員は３０名程度。
　 ○県内の施設入所待機者が５０名を超え，福祉団体などからも整備の要望が強く，採算的にも民間での運営が可能とされている重症心身障害児施設は民間において整備することが望ましい。
　 ○肢体不自由児施設の運営形態については①直営方式，②指定管理者方式，③県事業委託方式を比較検討した結果，医師等が確保できることを条件として，民間法人が重症心身障害児施設と併せて一体的に整備・運営する肢体不自由児施設に対し，県が政策的に必要な事業等を委託する県事業委託方式を第１案とする。
→診療，機能訓練部門の人員，設備の共有化を図ることにより施設運営の効率化，医療資源の有効活用を図ることが可能。
　  ○県事業委託方式となった場合でも，入所児やその家族が将来にわたって安心して充実した
サービスが受けられるよう，県が施設整備，運営の両面で積極的な支援を継続的に行って
いくべき。
　 ○整備場所については，①現在地，②旧水戸産業技術専門学院跡地，③桜の郷の３カ所を候補地として検討した結果，福祉医療のまちづくりを目指す「桜の郷」の健康生きがい施設用地を第１案とする。
４　民間法人による整備運営の可能性（アンケート結果）
   ・民間による肢体不自由児施設及び重症心身障害児施設の整備運営の可能性を把握するため，２４の医療法人・社会福祉法人を対象にアンケート調査を実施
      →肢体不自由児施設・重症心身障害児施設の整備・運営について　
　　　　　①検討する　　　　　 　･････１法人
　　　　　②条件により検討できる ･････３法人
　　　　　③肢体不自由児施設なら条件により検討できる･････１法人
　　　　　④重症心身障害児施設なら条件により検討できる･････１法人
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２　施設の概要
名　　称：茨城県立こども福祉医療センター
施設の種別：児童福祉法第43条の3に基づく肢体不自由児施設，医療法に基づく病院

開設年月：昭和３６年１月

所在地：水戸市吉沢町３９７９－３

敷地面積：１６，４３８㎡

建物面積：　６，５８４㎡

入所定員：１６０名（単独入所１５０名，母子入所１０名）

現　　員：　３３名（単独入所３０名，母子入所３名）（H22.2.1現在）
外来診療：１２，００５人（４９人/日）（H20年度）

外来訓練：　７，４９３人（３１人/日）（H20年度）

職　　員：　９１名（医師４，看護師４４，理学療法士等１１，保育士７など）

　　　　　　　　　　　　 （H21.4.1現在）
３　その他

　(1)肢体不自由児とは

上肢・下肢又は体幹の機能に障害がある児童

  (2)肢体不自由児施設とは

　　　肢体不自由児施設は，肢体不自由のある児童を治療するとともに，独立自活に必要な知識技能を与えることを目的とする施設（児童福祉法第43条の3）

　(3)重症心身障害児とは

重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童

  (4)重症心身障害児施設とは

重症心身障害児施設は，重度の知的障害及び重度の肢体不自由が重複している児童を入所させて，これを保護するとともに，治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設（児童福祉法第43条の4）

　(5)全国の肢体不自由児施設の状況

５９施設（公立公営23，公立民営11，民立民営25）










